
金
額

料
金

備
考

各
票
の
※
印
欄
は
、
ご
依
頼
人
様
に
お
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

千 百 十 万 千 百 十 円
※

02

これより下部には何も記入しないでください。

加
入
者
名

ご
依
頼
人
・
通
信
欄

日

附

印

※
千 百 十 万 千 百 十 円

この受領証は、大切に保管してください。

※
おなまえ

様

振替払込請求書兼受領証

口
座
記
号
番
号
加
入
者
名

金
額

料
金

備
考

ご
依
頼
人

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

通常払込
料金加入
者 負 担

通常払込料金
加 入 者 負 担

※
おところ・おなまえ

口 座 記 号 番 号

日 附 印

ご依頼人欄に、おところ・おなまえをご記入ください。（承認番号東第 63558 号）

払　 込　 取　 扱　 票
東 京

社会福祉法人

世田谷区社会福祉協議会

社会福祉法人

世田谷区社会福祉協議会
下記より会員種別を１つお選びください。

□一般会員（３００円～５，０００円未満）

□特別会員（５，０００円以上）

□法人会員（５，０００円以上）

□領収書の発行を

　希望する

□ホームページへの

　掲載を希望する

おところ（郵便番号　　　　　　　　　　　　）

※

おなまえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　（電話番号　　　　　－　　　　－　　　　　）

種別 金　額 （年額）

一般会員
300 円以上

5,000 円未満

特別会員 5,000 円以上

法人会員 5,000 円以上

令和7(2025)年６月１日号

世田谷区社会福祉協議会は、 誰もが安心して暮らせるまち・ 世田谷を目指し、 区民の皆さまと共に福祉のまちづくりを進める

非営利団体です。

赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。

社協会員会費募集 １～３頁
地区社協活動紹介 ４～５頁
区社協の活動紹介 ６～８頁

※  会費の納入は任意であり、 強制す

るものではありません。

※  公職選挙法により、 議員の方から

会費をいただくことはできません。

会費の種別および金額

0 0 1 4 0 5 0 0 1 4 0 55 4 4 1 5 1

5 4 4 1 5 1

みんなで創るみんなで創る
誰もが安心して生活できる誰もが安心して生活できる
福祉のまち福祉のまち

SETAG
AYA

地域 だより社協社協 地区HP区社協HP

地域社協だより令和７年6月1日号 1ページの音声コードです。  

 

地域社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。 

 

世田谷区社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らせるまち、世田谷を目指し、区民の皆

さまとともに福祉のまちづくりを進める非営利団体です 

 

もくじ 

 

１ページから３ページ、会費募集 

４ページから５ページ、地区社協の活動紹介 

６ページから８ページ、区社協の活動紹介、、 

 

みんなで創る、 

誰もが安心して生活できる、 

福祉のまち、 

 

これは本紙８ページで紹介している、第４次世田谷区地域福祉活動計画から引用したも

のです。 

 

１ページの下段には、会費の払い込み取り扱い票が印刷されています。 

 

会費の種別および金額、、 

 

一般会員、年額三百円以上五千円未満 

特別会員、年額五千円以上 

法人会員、年額五千円以上 

 

会費の納入は任意であり、強制するものではありません 

公職選挙法により、議員のかたから会費をいただくことはできません 

 

災害時には、エフエム世田谷、83 てん 4 メガヘルツ 



皆さまからの会費は、 地区に

お住いの皆さまと一緒に考えた

さまざまな福祉活動に活用させ

ていただいています。

  ４頁から地区社会福祉協議会

（地区社協） の取り組みについて

ご紹介します。

29地区社協の活動に
～皆さまの創意と工夫で～

世田谷区内すべてで実施する事業
～区社協が行う事業～

会費募集は各地区の状況に合わせて、 年間を通じて行っています。

今年からオンライン決済での納入
（クレジットカード払い） が出来るよう
になりました！

◎�クレジットカード情報の
� 取り扱いについて

クレジットカードをご利用のお客様がご入力いただいた

クレジットカード情報は、 決済代行会社である 「株式会社

メタップスペイメント」 が直接取得し、 クレジットカード会

社へ提供されます。 そのため、 世田谷区社協ではクレジッ

トカード情報は取得いたしません。

社協会員会費の税制優遇措置について

個人の方からご協力いただく会費は、 確定申告により所得

控除または税額控除のどちらかを選択し、 優遇措置を受けられ

る場合があります。

※ 法人からご協力いただく会費は、 法人税法上の 「損金算入」

の対象となる場合があります。

詳しくは、 お近くの税務署にお問い合わせください。

右の二次元コードを読み取り、 サイト内の 「オンライン決済で納入する」にお進みください。

社会福祉協議会の会員会費募集活動社会福祉協議会の会員会費募集活動

会費の使いみち会費の使いみち

会費の募集期間会費の募集期間

世田谷区社協は、 世田谷区の地

域福祉を推進する非営利の民間団体

として、 誰もが住み慣れた地域で安

心して生活が送れるような 「福祉の

まちづくり」 を目指し、 住民をはじ

め関係機関 ・ 団体と協働して活動を

行っています。

社協の活動は、 会員の皆さまの会

費によって支えられています。

会費は、世田谷区内に住む高齢者、

子ども、 子育て世帯、 障害がある方

などに対するさまざまな地域福祉活

動を推進する資金となっています。

皆さまの温かいご支援、 よろしく

お願いいたします。

会費の募集方法

 ● 郵便払込

（下の払込取扱票をご利用ください）

 ● 金融機関からの振込

金融機関名： ゆうちょ銀行 （9900）

支 店 名 ：〇一九店 （店番 019）

預金種目：当座預金　

口座番号：０５４４１５１

口座名義 ：  社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会

 ●  オンライン決済での納入

（クレジットカード払い）

　  詳細は３頁参照  　

  ●  地区社会福祉協議会 （地域福祉推進員） による

募集

  ● 区内５カ所の地域社協事務所窓口※での納入

～皆さまのご協力に心から感謝申し上げます。～

皆さまからの会費

皆さまにご協力いただいた会費は、 50％が29の地区社会福祉協議会 （地区社協）

の活動に、 残りの50％は世田谷区社協が行う全区的な事業や法人運営に充てられ、

有効に活用されています。

50％ 50％

有効に活用

されています

・  地区交流事業 （多世代、 高齢者、 子どもなど）

・  ゆるやかな見守り活動 (命のバトン、 相談できる

居場所づくりなど)

・  地区課題解決事業 （食支援、 スマホ講座、 買い

物支援など）

・ 福祉学習、 住民学習会

・ 広報紙の発行　　など

・  地域支えあい活動 （ふれあい・ いきいきサロン、

子育てサロン、 支えあいミニデイ） 支援

・  ふれあいサービス （家事支援、 生活支援、 外出

支援）

・ 子ども食堂運営支援　

・ 各種講座

・ 広報紙の発行　　など
こちらを参照

令和6年度　社協会員会費　実績一覧� 令和7年３月31日現在

区　分

令和 6 年度実績
内　訳

一般会員 特別会員 法人会員

会員数
（件）

納入額
（円）

会員数
（件）

納入額
（円）

会員数
（件）

納入額
（円）

会員数
（件）

納入額
（円）

合　計 28,518 30,033,834 26,922 15,543,648  1,101 10,798,386  495 3,691,800 

※住所 ・ 電話番号は４ ・ ５頁参照

地域福祉の推進のために地域福祉の推進のために

社協会員会費 募集中！社協会員会費 募集中！
地域社協だより令和７年6月1日号 ２ページの音声コードです。  

 

地域福祉の推進のために、社協会費 募集中。 

社会福祉協議会の会員会費募集活動、 

 

世田谷区社協は、世田谷区の地域福祉を推進する非営利の民間団体として、誰もが住

み慣れた家庭や地域で安心して生活が送れるような「福祉のまちづくり」を目指し、住

民をはじめ、関係機関・団体と協働して活動を行っています。 

社協の活動は、会員の皆さまの会費によって支えられています。 

社協会費は、世田谷区内に住む高齢者、子ども、子育て世帯、障害がある方などに対

するさまざまな地域福祉活動を推進する資金となっています。 

皆さまの温かいご支援、よろしくお願いいたします。 

 

会費の募集方法 

郵便払込（下の払込取扱票をご利用ください）、 

 

金融機関からの振込、 

金融機関名：ゆうちょ銀行 

支店名：ゼロイチキュウ 

預金種目：当座預金 

口座番号：０、５、４、４、１、５、１、 

口座名義：社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会、、 

 

オンライン決済での納入（クレジットカード払い）※詳細は３ページ参照、 

 

地区社会福祉協議会（地域福祉推進員）による募集、 

 

区内５カ所の地域社協事務所窓口での納入、 

住所・電話番号は４・５ページ参照。 

 

皆さまからの会費は、地区にお住いの皆さまと一緒に考えたさまざまな福祉活動に活

用させていただいています。 

 ４ページから地区社会福祉協議会（地区社協）の取り組みについてご紹介します。 

 

地域社協だより令和７年6月1日号 ３ページの音声コードです。  

 

会費の使い道、 

皆さまからの会費は、50％が 29 の地区社会福祉協議会（地区社協）が行う、多世

代交流事業、居場所づくり、スマホ講座、買い物支援、福祉学習、広報しの発行などの

活動に使われています。残りの 50％は世田谷区社協が行っている、ふれあい・いきい

きサロンなどの地域支えあい活動の支援、ふれあいサービス、子ども食堂運営支援、各

種講座、広報しの発行などの全区的な事業や法人運営に充てられています。 

このように会費は、有効に活用されています。 

 

会費の募集期間 

会費募集は各地区の状況に合わせて、年間を通じておこなっています。 

今年からオンライン決済での納入（クレジットカード払い）が出来るようになりまし

た！ 

 

クレジットカード情報の取り扱いについて 

お客様がご入力されたクレジットカード情報は、決済代行会社の「株式会社メタップ

スペイメント」が直接取得し、クレジットカード会社へ提供されます。そのため、世田

谷区社協ではクレジットカード情報は取得いたしません。 

 

社協会員会費の税制優遇措置について 

個人の方からの会費は、確定申告により所得控除または税額控除のどちらかを選択し、

優遇措置を受けられる場合があります。 

法人からの会費は、法人税法上の「損金算入」の対象となる場合があります。 

詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。 

 

令和６年度社協会費実績一覧 

令和７年３月３１日現在 

合計、 会員数二万八千五百十八件、納入額三千、三万三千八百三十四円、 

内訳、一般会員、会員数二万六千九百二十二件、千五百五十四万三千六百四十八円、 

特別会員、会員数千百一件、千七十九万八千三百八十六円、 

法人会員、会員数四百九十五件、三百六十九万千八百円 

 

皆さまのご協力に、心から感謝申し上げます。 

2 世田谷区社協　地域社協だより 世田谷区社協　地域社協だより 3令和7 （2025）年 6月 1日号令和7 （2025）年 6月 1日号



北沢
地域

玉川
地域

砧
地域

烏山
地域

世田谷
地域

1
困りごとを
みつける

2
みんなで
話し合う

3
できる範囲で
取り組む

多世代交流

課題解決

シニア向けのスマホ相談

会を開催しています。

地区社会福祉協議会は地区社会福祉協議会は
“みんな”の身近な存在“みんな”の身近な存在

●上北沢地区社会福祉協議会

　��（上北沢、八幡山）

●上祖師谷地区社会福祉協議会

　��（上祖師谷、粕谷）

●烏山地区社会福祉協議会

�　�（給田、南烏山、北烏山）

烏山地域社会福祉協議会事務所

〒157-0062　南烏山5-18-13　

モリッチビル４階

電 話 03-5314-1891　

FAX 03-5314-1893

●梅丘地区社会福祉協議会

�　 （代田1～3、梅丘、豪徳寺）

●代沢地区社会福祉協議会

�　 （代沢、池尻４-33～39番）

●新代田地区社会福祉協議会

�　 （代田4～6、羽根木、大原）

●北沢地区社会福祉協議会（北沢）

●松原地区社会福祉協議会（松原）

●松沢地区社会福祉協議会

　��（赤堤、桜上水）

北沢地域社会福祉協議会事務所

〒155-0031　北沢2-11-3 イサミヤビル３階

電 話 03-5787-8537  

FAX 03-5787-8533

●池尻地区社会福祉協議会

    （池尻1～3、池尻４-1～32番、三宿）

●太子堂地区社会福祉協議会

    （太子堂、三軒茶屋１）

●若林地区社会福祉協議会

    （若林、三軒茶屋２）

●上町地区社会福祉協議会

    （世田谷、桜、弦巻）

●経堂地区社会福祉協議会

    （宮坂、桜丘、経堂）

●下馬地区社会福祉協議会

    （下馬1～4）

●野沢地区社会福祉協議会

    （野沢、下馬5・6）

●上馬地区社会福祉協議会

    （上馬、駒沢1・2）

世田谷地域社会福祉協議会事務所

〒154-0004　太子堂4-3-2 

DS三軒茶屋ビル４階

電 話 03-3419-2311　

FAX 03-3419-2354

●奥沢地区社会福祉協議会

    （東玉川、奥沢1～3）

●九品仏地区社会福祉協議会

    （玉川田園調布、奥沢4～8）

●等々力地区社会福祉協議会

    （玉堤、等々力、尾山台）

●上野毛地区社会福祉協議会

    （上野毛、野毛、中町）

●用賀地区社会福祉協議会

    （上用賀、用賀、玉川台）

●二子玉川地区社会福祉協議会

    （玉川、瀬田）

●深沢地区社会福祉協議会

    （駒沢3～5、駒沢公園、新町、桜新町、深沢）

玉川地域社会福祉協議会事務所

〒158-0082　等々力3-4-1 玉川総合支所２階

電 話 03-3702-7777　

FAX 03-3702-7861

「地区社会福祉協議会 （地区社協）」 とは、 そこで

暮らす方々の 「つながり」 を活かしながら地域の福

祉課題に取り組む “みんな”の身近な組織です。

概ねまちづくりセンターの管轄エリアごとに全部

で２９の地区社協がさまざまな活動を展開してい

ます。

●祖師谷地区社会福祉協議会

�　�（祖師谷、千歳台1・2）

●成城地区社会福祉協議会（成城）

●船橋地区社会福祉協議会

�　 （船橋、千歳台３～６）

●喜多見地区社会福祉協議会

�　 （喜多見、宇奈根、鎌田）

●きぬた地区社会福祉協議会

��　（岡本、大蔵、砧、砧公園）

砧地域社会福祉協議会事務所

〒157-0066　成城2-33-15　

成城2丁目事務所棟１階

電 話 03-5727-6101　

FAX 03-5727-6103

子どもの居場所
づくり

子どもが安心して過ごせる

居場所を増やします。

在宅介護者
支援

介護情報やリフレッシュ

の機会を提供します。

地域交流

身近な地域でふれあえ

る機会を増やします。

出張相談

みんなが集う場で

福祉の相談を行います。

広報活動

地区社協の行事等を

お知らせします。

幅広い世代が交流できる

場をつくっています。

フードドライブ

多様な団体や企業と協

働し、 生活課題の解消

に取り組みます。

食支援

まちの皆さまのお声

かけで集まった食材

を必要な方にお渡し

します。

子育て交流会を開催し

ています。

子育て支援

〈活動例〉

地域社協だより令和７年6月1日号 ４ページの音声コードです。  

 

地区社会福祉協議会はみんなの身近な存在、 

「地区社会福祉協議会（地区社協）」とは、そこで暮らす方々の「つながり」を活か

しながら地域の福祉課題に取り組むみんなの身近な組織です。 

おおむね、まちづくりセンターの管轄エリアごとに全部で２９の地区社協がさまざま

な活動を展開しています。 

  

活動例、 

子育て支援、子育て交流会を開催しています。 

 

課題解決、シニア向けのスマホ相談会を開催しています。 

 

多世代交流、幅広い世代が交流できる場をつくっています。 

 

フードドライブ、多様な団体や企業と協働し、生活課題の解消に取り組みます。 

 

食支援、まちの皆さまのお声かけで集まった食材を必要な方にお渡しします。 

 

活動例は、次の５ページにも続きますので、ここで紹介します。 

 

子どもの居場所づくり、子どもが安心して過ごせる居場所を増やします。 

 

在宅介護者支援、介護情報やリフレッシュの機会を提供します。 

 

地域交流、身近な地域でふれあえる機会を増やします。 

 

出張相談、みんなが集う場で福祉相談を行います。 

 

広報活動、地区社協の行事等をお知らせします。 

 

地域社協だより令和７年6月1日号 ５ページの音声コードです。  

 

４ページからの続きで、地区社会福祉協議会（地区社協）を紹介します。 

五つの地域ごとの地区社協は次のとおりです。お住いの住所が、どの地区か知りたいと

きは、各地域社会福祉協議会事務所にお問いあわせください。 

 

世田谷地域内の地区社協、 

池尻地区社会福祉協議会、太子堂地区社会福祉協議会、若林地区社会福祉協議会、かみ

まち地区社会福祉協議会、経堂地区社会福祉協議会、しもうま地区社会福祉協議会、野

沢地区社会福祉協議会、かみうま地区社会福祉協議会、 

世田谷地域社会福祉協議会事務所、 

電話 0、3、3、4、1、9、2、3、1、1、 

 

北沢地域内の地区社協、 

うめがおか地区社会福祉協議会、だいざわ地区社会福祉協議会、しんだいた地区社会福

祉協議会、北沢地区社会福祉協議会、松原地区社会福祉協議会、松沢地区社会福祉協議

会、 

北沢地域社会福祉協議会事務所、 

電話 0、3、5、7、8、7、8、5、3、7、 

  

玉川地域内の地区社協、 

奥沢地区社会福祉協議会、くほんぶつ地区社会福祉協議会、等々力地区社会福祉協議会、

上野毛地区社会福祉協議会、用賀地区社会福祉協議会、二子玉川地区社会福祉協議会、

深沢地区社会福祉協議会、 

玉川地域社会福祉協議会事務所、 

電話 0、3、3、7、0、2、7、7、7、7、 

 

きぬた地域内の地区社協、 

祖師谷地区社会福祉協議会、成城地区社会福祉協議会、船橋地区社会福祉協議会、喜多

見地区社会福祉協議会、きぬた地区社会福祉協議会、 

きぬた地域社会福祉協議会事務所、 

電話 0、3、5、7、2、7、6、1、0、1、 

 

烏山地域内の地区社協、 

かみ北沢地区社会福祉協議会、かみ祖師谷地区社会福祉協議会、烏山地区社会福祉協議

会、 

烏山地域社会福祉協議会事務所、 

電話 0、3、5、3、1、4、1、8、9、1、 
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世田谷区社協は支 えあいを基盤とした世田谷区社協は支 えあいを基盤とした
住民活動を支援します！住民活動を支援します！

社協は、社協は、

社協は、社協は、

社協は、社協は、

「ふれあい ・ いきいきサロン」「支えあいミニデ

イ」「子育てサロン」 などの地域支えあい活動を

はじめ、 支えあいの理念に基づく気軽な居場所

づくりを地域住民の皆さまと共にすすめていま

す。

子ども食堂とは、 『孤食』 や経済的理由による

『欠食』 の状況にある子ども達を中心に、 安心で

きる居場所として、 無料または安価な料金で食事

の提供などを行う地域福祉活動です。 地域交流を

通じて食育や、 皆で食べる楽しさを共有できる場です。

世田谷区社会福祉協議会は、 区内約90の子ども食堂の活動を支援しています。

地区サポーターは、お住いの身近な地区を中心に、町会・自治会や福祉団体などの活動のお手伝い、

地域イベントの設営 ・ 運営支援、 福祉施設内での見守り ・ 傾聴 ・ イベント支援、 学校での福祉学習支

援など、 さまざまな地域福祉活動に取り組む登録制のボランティアです。

社協では、 活動メニューの紹介とつなぎや活動保険の加入など、 安心して活動できるよう支援して

います。

子ども食堂子ども食堂を応援しています。 居場所づくり居場所づくりをすすめています。

の活動を推進しています。地区サポーター地区サポーター

〈取り組み例〉〈取り組み例〉

地域社協だより令和７年6月1日号 ６ページの音声コードです。  

 

世田谷区社協は支えあいを基盤とした、住民活動を支援しています。 

６ページと７ページで、その取り組み例を紹介します。 

 

 

社協は、子ども食堂を応援しています。 

子ども食堂とは、『孤食』や経済的理由による『欠食』の状況にある子ども達を中心

に、安心できる居場所として、無料または安価な料金で食事の提供などを行う地域福祉

活動です。地域交流を通じて食育や、皆で食べる楽しさを共有できる場です。 

世田谷区社会福祉協議会は、区内約 90 のこども食堂の活動を支援しています。 

 

地域社協だより令和７年6月1日号 ７ページの音声コードです。  

 

６ページのつづきです。 

 

社協は、居場所づくりをすすめています。 

「ふれあい・いきいきサロン」「支えあいミニデイ」「子育てサロン」などの地域支え

あい活動をはじめ、支えあいの理念に基づく気軽な居場所づくりを地域住民の皆さまと

共にすすめています。 

 

社協は、地区サポーターの活動を推進しています。 

地区サポーターは、お住いの身近な地区を中心に、町会・自治会や福祉団体などの活

動のお手伝い、地域イベントの設営・運営支援、福祉施設内での見守り・傾聴・イベン

ト支援、学校での福祉学習支援など、さまざまな地域福祉活動に取り組む登録制のボラ

ンティアです。 

社協では、活動メニューの紹介とつなぎや活動保険の加入など、安心して活動できる

よう支援しています。 
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月日 地域 お名前 ・ 団体名 金額 （円）

9月3日 世田谷 粂野 良二 様 ー

9月5日 世田谷 株式会社粂野 様 ー

11月7日 世田谷 東京栄養食糧専門学校　学生自治会 様 100,000

11月13日 世田谷 東京土建三軒茶屋分会　女性の会代表　松下 正子 様 2,000

11月13日 世田谷 東京土建三軒茶屋分会　斉藤　敬 様　 10,000

11月13日 世田谷 特定非営利活動法人　世田谷区視力障害者福祉協会 様 100,000

11月14日 世田谷 東京商工会議所　世田谷支部 様 29,000

11月25日 世田谷 日本大学三軒茶屋キャンパス三茶祭実行委員会 様 31,220

12月2日 世田谷 匿名 50,000

12月4日 世田谷 井上 敏夫 様 ー

12月10日 世田谷 ㈱カトリ 様 ー

12月20日 世田谷 株式会社　寛斎スーパースタジオ 様 ー

12月20日 世田谷 ㈱山本寛斎事務所， ㈱寛斎スーパースタジオ　社員有志 様 ー

12月23日 世田谷 匿名 50,000

12月26日 世田谷 東京商工会議所世田谷支部　会長　飯野 光彦 様 196,522

12月26日 世田谷 世田谷信用金庫　理事長　大場 信綱 様 1,016,888

1月7日 世田谷 匿名 50,000

1月13日 世田谷 日本基督教団経堂緑岡教会 様 15,061

1月27日 世田谷 日本大学三軒茶屋キャンパス三茶祭実行委員会 様 ー

3月14日 世田谷 匿名 300,000

― 世田谷 匿名、 金額掲載ご辞退12件 ー

10月4日 北沢 匿名 80,000

11月27日 北沢 大山 景源 様 ―

11月27日 北沢 下北沢聖書教会 様 20,300

11月28日 北沢 辻　瑞枝 様 50,000

12月8日 北沢 水口 瑛介 様 50,000

12月11日 北沢 新本 公一 様 ー

12月18日 北沢 匿名 10,000

2月10日 北沢 匿名 10,000

2月26日 北沢 ありんこ会代表　森永 和子 様 100,000

3月10日 北沢 日本大学櫻丘高校 様 200,000

3月18日 北沢 山口　譲 様 ー

3月25日 北沢 世田谷陶芸協会 様 55,700

― 北沢 匿名、 金額掲載ご辞退5件 ー

9月1日 玉川 匿名 10,000

9月3日 玉川 匿名 20,000

9月20日 玉川 Audi世田谷 様 76,000

善意のご寄付　ありがとうございました。 � 地域福祉を推進するため、 大切に活用させていただきます。 （令和6年９月～令和7年4月1日受付分）

月日 地域 お名前 ・ 団体名 金額 （円）

11月12日 玉川 東玉川長寿会 様 5,000

11月18日 玉川 駒沢陶芸会(西澤 恒一朗) 様　 73,590

11月25日 玉川 東京都立深沢高等学校生徒会 様 75,162

12月11日 玉川 青陶会 様 70,000

12月12日 玉川 匿名 50,000

12月31日 玉川 匿名 10,000

1月28日 玉川 匿名 1,000,000

2月5日 玉川 桜町高等学校生徒会 様 26,827

2月26日 玉川 ハイビスカス 様 5,000

3月22日 玉川 浅井 ひかる 様 10,000

3月28日 玉川 こまざわなごみ食堂 様 43,662

― 玉川 匿名、 金額掲載ご辞退20件 ー

10月2日 砧 中村 玲子 様 ー

10月11日 砧 浦野 輝文 様 50,000

11月11日 砧 小林 勍子 様 2,300

11月11日 砧 匿名 6,144

11月12日 砧 砧くちなしふれあいの家もみじまつり実行委員会 様 46,274

11月15日 砧 平山 玲子 様 10,000

11月27日 砧 佐藤 博昭 様 300

12月16日 砧 匿名 20,000

12月27日 砧 岡野 伸哉 様 30,000

2月16日 砧 匿名 10,000

3月11日 砧 世田谷サッカー協会　浅岡 信雄 様 30,000

3月18日 砧 世田谷区手話講習会令和6年度中級昼クラス(足立 ちさと) 様 1,136

3月24日 砧 ちいさな野菜やさん.unane 様 ー

― 砧 匿名、 金額掲載ご辞退13件 ー

11月28日 烏山 北沢間税会　会長　宍戸 啓昭  様 50,000

1月28日 烏山 匿名 800,000

3月27日 烏山 匿名 5,000

3月31日 烏山 三栄製薬株式会社　代表取締役　藤森 博昭　様 300,000

4月1日 烏山 株式会社JA東京中央セレモニーセンター　様 100,000

― 烏山 匿名、 金額掲載ご辞退9件 ー

区外の方

9月17日 区外 明治安田生命保険相互会社 様 134,300

9月20日他 区外 ダイドードリンコ株式会社 様 ー

11月1日 区外 株式会社　三菱UFJ銀行 様 500,000

11月18日 区外 ダナパンディ 様 10,000

12月13日 区外 山本 斎彦 様 ー

2月10日 区外 三菱UFJ信託銀行株式会社 様 500,000

2月26日 区外 ㈱長良プロダクション 様 ー

― ― 匿名、 金額掲載ご辞退10件 ー

（合計）  146件 9,294,831

寄　付

この計画は、 地域住民をはじめ、 活動団体、 関係機関、 行政

などが互いに協力し、 みんなで地域福祉を推進するための指針を

示しています。 また、 28地区それぞれの 「地区住民活動計画」 も

策定していますので、ぜひお住まいの地区の計画をご覧ください。

計画書は右の二次元コードから閲覧できます。 冊子をご希望の

方は、 お近くの地区事務局までお問い合わせください。

社協では、 世田谷区内の福祉関係のイベントや講座の開催、 福祉団体の紹介、 ボランティア募集など、 身近な地域の

情報を配信しています。 ぜひ、 登録 ・ フォローをお願いします。

第４次世田谷区地域福祉活動計画を策定しました。

メールマガジン Ⅹ （エックス） せたがや福祉団体情報サイト

みんなで創るみんなで創る
　�誰もが安心して生活できる　�誰もが安心して生活できる

福祉のまち福祉のまち

身近な地域の情報を配信中！身近な地域の情報を配信中！地域社協だより令和７年6月1日号 ８ページの音声コードです。  

 

みんなで創る、誰もが安心して生活できる、福祉のまち、 

 

第４次世田谷区地域福祉活動計画を策定しました。 

この計画は、地域住民をはじめ、活動団体、関係機関、行政などが互いに協力し、み

んなで地域福祉を推進するための指針を示しています。 

また、28 地区それぞれの「地区住民活動計画」も策定していますので、ぜひお住ま

いの地区の計画をご覧ください。 

計画書には音声コードが印刷されています。冊子をご希望の方は、お近くの社会福祉

協議会地区事務局までお問い合わせください。 

 

身近な地域の情報を配信中！、 

社協では、世田谷区内の福祉関係のイベントや講座の開催、福祉団体の紹介、ボラン

ティア募集など、身近な地域の情報をメールマガジン、エックス、ホームページで配信

しています。ぜひ、登録・フォローをお願いします。 

 

令和６年９月から令和７年４月１日までに受け付けた、寄付の一覧表を掲載しています。 

善意のご寄付、ありがとうございました。地域福祉を推進するため、大切に活用させて

いただきます。 

 

地域社協だより、 令和７年６月１日号、 発行：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協

議会、地域社協課、 郵便番号 157-0066、 世田谷区成城 6-3-10、 成城６丁目

事務所とう４階、 E-mail：s、t、s、h、a、k、y、o、@、b、a、s、i、l、ドット、

o、c、n、ドット、n、e、ドット、j、p 
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